
鎌倉街道と古墳の森

鎌倉街道ガイドボランティアが、国指定史跡「鎌倉街道上道」の見どころを
ご案内します。ぜひご利用ください！

◆ガイド日時　毎月第３土曜日（１日４回）

鎌倉街道上
かみつみち
道と周辺の美しい景観や文化財群が多くの人々に守られ、親しまれるようその魅力を伝えるためのプロ

ジェクトです。令和８年度も数多くのイベントを開催しますのでぜひご参加ください！　

①午前９時30分～　②午前11時～　③午後１時～　④午後２時30分～
※１回60分程度、歴史民俗資料館周辺のコースを回ります。
◆申込み　不要（開始時間にご来館ください）
※第３土曜日以外の日のガイドも２人以上であれば申込みできます。その場
合は１週間前までにご連絡ください。

鎌倉街道に近い大類・苦林地区と玉林寺地区などでおこなわれる絵灯篭を国
史跡鎌倉街道上道にもかざります。　　　　　　　　　　　　　　　　
町立小学校の児童等の作品約300個の絵灯篭をご覧ください。　　　　
※児童の作品は学校ごとにまとめます。詳細は後日広報もろやまに掲載。
◆開催日　10月10日（土）午後５時～７時	
◆会場　歴史民俗資料館・鎌倉街道上道　　

鎌倉街道と周辺の文化財をめぐるウォークを開催します。 
詳細は後日広報もろやまに掲載。
◆鎌倉街道健幸ウォーク　10月24日（土）
町内の鎌倉街道をメインに、２コースにわかれて歩きます。	
◆甲

かっ
冑

ちゅう
作り体験教室　

鎌倉街道健幸ウォークにあわせて甲冑作り体験教室を開催します。
マイ甲冑を着て、鎌倉街道健幸ウォークに参加することもできます。

毛呂山町の「鎌倉街道上道」が令和４年11月10日に
国史跡に指定されたことを記念して、専門家をまねい
たシンポジウムを開催します。

◆開催日　11月22日（日）午後１時30分～
◆会場　東公民館めじろホール　　
詳細は後日広報もろやまに掲載。

歴史民俗資料館で、クイズのシートをもらい、チャレ
ンジしてみよう！
◆開催期間　７月１日（水）～令和９年３月７日（日）

すべての申込み・問合せ
毛呂山町歴史民俗資料館
☎295−8282　　rekisi@town.moroyama.lg.jp

保存活用プロジェクト

鎌倉街道ガイドボランティア活動中！

鎌倉街道 絵灯篭の夕べ

鎌倉街道でウォークしよう！

国指定記念ミニシンポジウム 鎌倉街道クイズ検定

鎌倉街道と古墳の森
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廃棄物（ごみ）を屋外で焼却すること、いわゆる「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼
玉県生活環境保全条例」により、工場・事業所はもち
ろん、一般家庭においても原則禁止とされています。
法令に適合しない焼

しょう
却
きゃく
炉
ろ
やドラム缶を使用しての焼

却も同様です。

 野外焼却はなぜいけないの？
野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によ
っては、ダイオキシンが発生することが大きな問題で
す。また、煙や臭

しゅう
気
き
、飛散した灰により近隣の人へ迷

惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる
危険性もあります。

 野外焼却禁止規定の例外
・国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な
焼却

・災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
・風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却
　（例：神社のお焚

た
き上げなど）

・農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却
　（例：農業の稲わらの焼却など）
・日常生活上の軽微な焼却（例：落ち葉焚きなど）

※注意点
　①この例外に該当する場合であっても、近隣から苦
情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれてい
る場合は、指導の対象になることがあります。実施
する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意
し、周辺へ最大限の配慮をしてください。

　②禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事
例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑
で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない
焼却」とは認められません。

　③いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの
不燃物を焼却することはできません。

▼問合せ　役場生活環境課環境係
　☎295−2112 171・172

野外焼却（野焼き）は
原則禁止です

ウィズもろやま６月の催し物

●ウィズもろやま混声合唱団の団員募集
混声合唱団を結成するにあたり、団員を募集します。
練習は月１回のため、無理なく継続してご参加いただ
けます。年１～２回、ホールでの発表の機会も設ける
予定です。経験の有無を問わず、音楽を楽しみたい皆
さんのご参加をお待ちしています。

▼日時　６月５日（金）午前10時～11時

●ピアノとうたで紡ぐ雨上がりのハーモニー
昔懐かしい日本のメロディーから世界の名曲まで心に
響く名曲の数々を歌とピアノでお届けします。

▼日時　６月14日（日）午後２時～（午後１時30分開場）

●ウィズもろやまのホールで歌おう
「浜辺の歌」を題材に自分の声質を知って、ボイスト
レーニングを始めてみましょう。歌う喜びを感じたり、
ストレス発散、顔のリフトアップにもおすすめです。

▼日時　６月19日（金）午前10時～11時

●グランドピアノを弾いてみよう
ホールのステージで、グランドピアノの演奏を自由に
楽しみます。

▼日時　６月20日（土）午前９時～午後５時

●自分で整える整体ヨガ〈自律神経調整〉

頭痛、めまい、むくみ、憂鬱 …季節の変わり⽬は不
安定になりがちなココロとカラダ。⾃律神経を整える
ポーズや動き、呼吸法や瞑想も取り⼊れ、⼼⾝を整え
て快適に過ごしましょう。17日（水）はホールでピ
アノの演奏を聴きながら「ピアノヨガ」を行います。

▼日時　６月１日（月）、３日（水）、８日（月）、10
日（水）、15日（月）、17日（水）、22日（月）、
24日（水）、29日（月）　　各日午前10時～正午

【共通事項】

▼場所　ウィズもろやま

▼詳細　料金・持ち物・申込み期限など
　詳細はホームページをご確認ください。

▼申込み・問合せ　ウィズもろやま☎295−3111
ホームページ
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役場での手続きの際、申請書類に手書きで記入するのが、「面倒だなぁ」と思われたことは、ありませんか？
毛呂山町役場では、６月から住民課、福祉課、子ども課、高齢者支援課、税務課の一部手続きについて、利用者の
負担軽減のため「書かない窓口（申請書作成支援）」システムを導入します。マイナンバーカードや運転免許
証などの身分証明書をお持ちいただければ、カード読取機で身分証明書を読み取るだけで、住所や氏名、生年月日
などが記入された申請書が作成できます。役場での手続きの際には、ぜひご利用ください。

▼問合せ　役場企画財政課ＤＸ推進係　☎295−2112 323

役場窓口に「書かない窓口（申請書作成支援）」
システムが導入されます

道路を安全に利用していただくために、道路上に張り
出している樹木や竹、雑草等の管理についてご理解ご
協力をお願いします。
■次のような状況が見られる土地の所有者は、樹木な
どの切除をお願いします。
・道路、歩道へ樹木などが張り出している。
・枯れ木・折れ木などによる通行への障害がある。ま
たはその恐れがある。
・樹木などの繁

はん
茂
も
による通行への障害がある。または

その恐れがある。
※樹木の倒木などが原因で歩行者や自動車などに事故
が発生した場合、樹木などの所有者が賠償責任を問わ
れる場合があります。
※せん定・伐採・除草作業の際は、通行車両・歩行者の
安全確保と、樹木からの転落防止などにご注意ください。
※電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う場合が
ありますので、事前に東京電力またはNTTなどに連
絡し、立ち会いのもとで行ってください。

道路上に張り出している樹木などのせん定・伐採のお願い

▶

これまで これから

※豪雨や強風による折れ枝などで事
故の発生が予測されるなど緊急の場
合は、道路法第42条に定める維持
修繕義務に基づき、町や県が除去す
ることがあります。

▼問合せ　役場まちづくり整備課道
路管理係☎295−2112 156・157
埼玉県飯能県土整備事務所
☎042−973−2285
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『ダメ。ゼッタイ。』
普及運動実施期間

大麻・覚醒剤・麻薬・危険ドラッグなどの薬物乱用が
深刻な社会問題となっています。これらの薬物を乱用
すると、自分の意志では止めることが難しくなってし
まい、自分の体や心をむしばむだけでなく、家族や周
りの人々にも大きな影響を与えます。
薬物乱用防止の輪を広げるためには、県民の皆さんの
薬物乱用防止に対する正しい理解が必要です。県では
６月20日から７月19日までを「彩の国さいたま『ダ
メ。ゼッタイ。』普及運動」として薬物乱用防止を呼
び掛ける街頭キャンペーンおよび薬物乱用防止を目的
とする国連支援募金活動を実施します。
正しい知識を身につけ、薬物乱用から自分自身を守り
ましょう。また、薬物でお困りの方は、ご相談くださ
い。

▼問合せ　埼玉県坂戸保健所☎049−283−7815

シルバーeスポーツ体験
会を開催します

家庭用ゲーム機を活用した「シルバーeスポーツ」の
体験会を開催します。ゲームというと若者の遊びとい
うイメージがありますが、近年シルバー世代でもゲー
ムを用いた交流が盛んにおこなわれているのをご存じ
ですか？　簡単な操作で脳を活性化させ、健康寿命を
延ばすだけでなく、世代を超えた交流の場としても期
待されています。ご興味ある方はお気軽に山根荘へご
連絡ください。

▼日時　７月10日（金）　午前10時30分～11時50分

▼場所　山根荘　　 ▼定員　10人　　 ▼料金　無料

▼対象　60歳以上

▼申込み　７月６日（月）までに山根荘または山根荘
公式LINEにお申し込みください。

▼問合せ　老人福祉センター山根荘☎294−5545

物価高騰の中で、従業員の賃上げを実施した町内の事
業者に対し支援金を交付します。

▼対象　令和７年中に従業員の賃上げを実施した町内
事業者（法人および個人）

▼金額　

▼申込み　８月31日（月）までに
毛呂山町商工会まで提出してくだ
さい。申請方法は町ホ－ムページ
をご覧ください。 町ホームページ

従業員の賃上げを行った
事業者を支援します

賃上げを行った従業員数 金　額
20人～ ５万円

10人～19人 ３万円
１人～９人 １万５千円

▼問合せ　毛呂山町商工会☎294−1545

山根荘開荘時間　午前９時～午後４時　休荘日　土日祝日
趣味の会予定　午前10時30分～午後２時30分または正午まで

カラオケ同好会 	 ６日	 押し花の会 	６日	13日	
ＰＣクラブ 	６日 手芸の会 	８日	22日
民踊同好会 	13日	27日 吟友会 	８日	22日
桜扇の会 	13日	27日 三味線民謡の会 	 ２日	16日

ダンスサークル 	 ３日	17日 山吹カラオケ 	22日
ゆずカラオケ 	10日	24日

囲碁の会
将棋の会

	１日	３日
	８日	10日
	15日	 17日
	22日	 24日

年金カラオケ 	17日
いっぷくの会（お茶）	17日
身体障害者福祉会 	 ３日	15日

イベント予定　

健康麻雀
（要予約）

	２日	16日
	23日	30日

パークゴルフ
マレットゴルフ
ペタンク

	 夏季屋外
活動休止

健康体操 	１日	15日 eスポーツ体験会 	10日	  
※行事日程などは、都合により変更する場合があります。
※趣味の会に入会を希望する人はご連絡ください。

山根荘７月の予定を
お知らせします

▼問合せ　老人福祉センター山根荘☎294−5545

※法人の役員および青色事業専従者は含まれません。
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